
此
語
を
流
布
し
た
の
は
、
唐
の
玄
奨
以
後
の
こ
さ
で
あ
る

に
相
違
な
い
。
而
し
て
我
邦
に
之
を
侍
へ
た
の
は
恐
ら
〈

弘
法
大
師
ぞ
以
て
始
め
さ
な
す
べ
き
で
あ
ら
う
o

附
記
｜
l
余
弦
が
此
小
錦
浴
起
稿
す
る
に
営
り
、
前
ほ
濁
抽
喝
の
ヤ
ヨ
ピ
敬

授
が
一
九
一
一
年
∞

F
戸
司
自
ロ
虫
・
〉
宮
島
・
に
掲
放
ぜ
る
ハ
開
店
包
苫
又

は
の

po
－－Q
レ
の
作
さ
開
閉
ぜ
ら
ろ
、
加
〉
zrp訟
丘
お
中
に
ロ
ロ
ロ
の
誌
の

開
聞
は
ろ
一
弘
や
以
て
、
印
度
人
目
、
組
元
前
回
世
紀
以
前
統
に
之
為
、
知
っ
て

居
大
ざ
い
ふ
二
古
為
愛
表
ぜ
ら
れ
わ

hzい
ふ
〉
論
文
為
見
ろ
為
得
な
か
っ

れ
の
同
余
輩
の
最
も
遺
憾
ざ
す
る
所
で
あ
る
。
で
之
に
関
す
る
是
非
の
批

評
は
本
文
中
に
は
一
切
之
島
選
慮
し
わ
ト
。
而
し
て
同
2
2三
又
は
の
伊
恒
1
1

ロー肉、〈
" 
さ
は
孔
雀
王
朝
の
始
胞
に
し
て
亙
歴
山
大
王
さ
同
時
在
世
の
チ
ヤ

シ
ド
ラ
ゲ
プ
タ
王
の
宰
相
で
あ
つ
れ
さ
停
ふ
。
し
か
し
此
訟
号
一
戸
主
（
物

に
就
い
て
は
岐
に
多
少
の
疑
問
が
あ
る
。
回
目
し
て
そ
れ
が
漢
に
チ
ヤ
シ
ド

ラ
グ
プ
タ
王
の
宰
相
の
手
に
成
れ
る
も
の
か
畑
町
令
ぴ
又
彼
が
作
Z
所
で
あ

ろ
さ
し
て
も
、
業
中
後
世
の
ぬ
入
修
正
が
な
い
で
あ
ら
う
か
。
品
等
の
問

題
に
閲
し
て
は
古
市
消
防
に
染
者
の
間
に
多
少
の
異
説
も
あ
Z
の
で
あ
Z
か

ら
．
其
中
に
支
那
人
の
こ
さ
が
あ
つ
れ
吃
し
て
も
、
そ
れ
は
直
ち
に
以
て

営
時
統
に
印
度
人
の
知
Z
所
で
あ
つ
れ
J

い
ふ
漉
貨
な
Z
詑
披
さ
は
な
ら

ね
の
で
あ
ろ
。

日
明
貿
易
の

議

展

に

つ

き

て
伊

時
代
区
分
の
根
捜
（
縫
）

然
ら
ば
大
名
般
は
如
何
で
あ
っ
た
ら
う
。
遣
明
触
を
出

だ
す
程
の
大
名
は
も
さ
よ
り
領
土
も
虞
く
、
資
産
も
儲
か

第
十
二
巻
研
究
日
明
貿
易
の
愛
展
お
つ
き
て
（
下
）

文
皐
博
士

行

浦

周

で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
日
本
閤
王
の
名
に
於
て
贈
ら
れ

た
所
謂
進
物
も
、
納
銭
方
御
倉
の
外
に
、
主
な
る
諸
大
名

の
活
献
に
係
る
も
の
が
多
く
、
幕
府
の
遣
明
舶
に
も
其
武

第
二
時
制

（
一
九
一
U



第
十
ニ
巻
研
究
日
明
貿
易
の
後
民
に
つ
き
て
ハ
下
）

器
等
を
託
し
て
居
る
。
彼
等
は
又
一
人
で
遣
明
の
舶
を
出

村
い
す
の
外
、
数
人
の
合
資
に
依
つ
で
も
出
だ
し
て
居
た
。

き
り
さ
て
此
場
合
、
彼
等
の
出
資
が
全
部
彼
等
の
手
か
ら

出
で
た
さ
す
る
は
早
計
で
あ
る
Q

賢
徳
三
年
の
遺
明
般
に

於
て
、
大
友
氏
は
其
六
挽
舶
を
出
だ
し
て
居
る
が
、
臥
雲

日
件
録
の
筆
者
問
鳳
が
、
大
友
兵
の
善
政
ざ
し
て
、
芳
瑞

西
堂
か
ら
聞
い
た
さ
こ
ろ
に
操
る
さ
、
去
年
明
に
渡
っ
た

舶
が
蹄
幽
し
た
時
、
大
友
氏
は
先
づ
諸
商
人
を
し
て
輸
入

品
の
債
格
を
定
め
て
其
一
割
の
抽
一
分
銭
を
納
め
さ
せ
た
が

情
淡
寡
欲
で
あ
る
矯
め
、
例
へ
ば
一
貫
文
を
出
だ
す
ぺ
き

さ
こ
ろ
に
は
三
百
文
を
減
じ
、
十
貫
文
を
出
だ
す
べ
き
さ

・
｝
ろ
に
は
、
三
貫
文
を
減
じ
て
受
取
る
こ
さ
に
し
た
ご
い

ふ
の
で
あ
る
。
（
臥
雲
日
件
録
享
徳
四
年
正
月
五
日
保
）
0

こ
れ
疑
も
な
く
、
諸
商
人
が
自
己
の
商
品
を
大
友
兵
の
貨

物
ざ
し
て
、
其
般
に
託
し
て
明
に
法
b
、
貿
易
の
行
は
れ

た
後
に
精
算
を
行
っ
て
抽
分
銭
を
納
め
、
こ
れ
子
以
て
大

友
氏
の
股
盆
ざ
し
た
の
で
あ
る
。
此
貼
に
於
て
は
、
将
軍

第
ニ
披

〈
一
九
二
〉

四

が
、
土
倉
の
出
資
を
受
け
て
、
所
謂
公
方
舶
の
蹄
朝
後
排

済
し
た
も
の
さ
大
差
は
な
か
っ
た
。

次
に
寺
一
肱
舶
は
如
何
で
あ
っ
た
ら
う
。
遣
明
舶
に
加
は

る
べ
き
寺
一
腔
の
選
定
に
つ
い
て
、
栢
原
氏
は
、
幕
府
の
蹄

依
深
き
寺
院
で
、
造
替
の
資
を
得
ん
ざ
す
る
も
の
に
限
ら

れ
た
が
、
必
令
し
も
造
替
の
目
的
の
み
で
な
か
っ
た
こ
さ

は
既
に
説
い
た
通
り
で
、
寧
ろ
出
資
者
ざ
し
て
ふ
さ
は
し

き
資
産
に
富
ん
だ
も
の
を
以
て
、
主
（
資
格
の
要
件
ざ
し
た

さ
児
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
明
に
舶
が
』
出
だ
す
濯
の
寺
一
肢
が

皆
裕
福
で
あ
っ
た
こ
さ
は
言
ふ
迄
も
あ
る
ま
い
。
勝
軍
の

進
物
を
献
上
し
た
も
の
は
、
寺
院
の
中
に
も
あ
っ
た
。
而

か
も
そ
れ
ら
の
寺
赴
も
、
こ
れ
に
要
す
る
特
別
の
経
費
は

や
田
時
の
慣
例
ざ
し
て
、
寺
一
腔
領
の
人
民
に
賦
課
し
た
ゃ
う

で
あ
る
o
例
へ
ば
、
奈
良
興
一
臓
寺
の
大
衆
院
は
永
享
四
年

の
遣
明
般
に
始
め
て
奉
加
ケ
許
さ
れ
て
四
競
舶
を
出
だ
し

次
い
で
同
六
年
の
遣
明
舶
に
も
加
は
っ
て
居
る
が
、
是
時

大
一
来
院
領
四
十
八
箇
所
の
土
民
が
波
唐
段
銭
の
事
に
依
つ



て
蜂
起
し
て
居
る
○
（
大
乗
院
日
記
昌
録
永
享
六
年
十
一
月

十
「
日
影
㎜
）
所
郵
附
溝
晒
唐
段
銭
ご
は
同
院
が
明
へ
渡
航
す
る

船
を
出
だ
す
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
要
す
る
経
費
を
寺
領
の

段
別
に
賦
課
し
た
の
を
寺
領
の
皇
民
が
不
合
理
と
し
て
こ

れ
に
反
抗
し
一
門
を
超
し
た
も
の
で
あ
る
。
思
ふ
に
此
種

の
負
捲
の
轄
嫁
は
、
大
名
領
地
の
場
合
と
雄
ざ
も
、
恐
ら

く
免
れ
な
か
っ
た
事
で
あ
ら
う
。

　
寺
院
が
此
臨
時
の
経
費
に
充
つ
べ
き
牧
場
を
拮
出
す
る

憾
め
に
は
他
の
方
法
も
あ
っ
だ
○
例
へ
ば
天
龍
寺
は
寳
徳

三
年
に
三
等
の
遣
明
船
を
噛
し
て
居
る
が
、
臥
雲
口
件
鎌

（
享
徳
四
年
正
月
五
日
條
）
に
は
引
回
芳
西
堂
の
談
ビ
し
て

次
の
如
き
記
事
を
載
せ
て
居
る
。

　
嚇
下
話
、
天
幽
龍
命
転
遷
爲
渡
唐
…
煩
費
，
白
H
公
府
賜
碑
手
帖
者
百
六
A
矢
、

　
故
開
西
諸
僧
、
自
上
座
而
位
子
諸
山
、
薫
蒸
五
山
者
、
不
爲
少

　
焉
、
就
中
豊
萬
壽
意
中
亦
有
五
山
長
老
、
以
百
十
七
貫
鶴
里
灘

　
寺
公
帖
、
而
賂
開
盛
者
、
因
着
紫
衣
時
、
大
友
命
B
、
五
山
十

　
立
楽
受
書
長
老
桑
子
此
，
某
避
寒
不
宜
、
何
況
五
幽
上
帯
灘
寺

　
　
　
第
十
二
巻
　
　
研
　
究
　
　
日
明
貿
易
の
獲
展
に
つ
毫
て
（
下
）

　
愛
住
乎
、
若
欲
位
予
南
灘
、
則
不
可
此
寺
中
、
彼
長
老
不
得
南

　
灘
位
、
塗
居
干
本
位
耳
、
予
謂
彼
氏
公
文
爲
長
老
者
、
自
以
爲

　
得
、
然
堅
地
識
者
礫
険
、
則
澄
非
扁
雄
島
耶
、
此
漢
難
失
百
十

　
七
貫
、
引
回
助
人
畷
、
則
影
野
有
得
Q

　
文
中
の
公
帖
ご
は
五
山
十
刹
諸
山
の
長
老
ご
な
る
に
つ

い
て
將
軍
か
ら
賜
は
る
允
許
歌
で
あ
っ
て
、
天
龍
寺
は
其

下
附
を
受
け
π
後
、
こ
れ
を
壷
出
し
て
、
渡
明
船
の
資
金

に
充
て
た
も
の
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
ば
か
り
で
は
も
こ
よ

り
充
分
で
な
か
っ
た
か
ら
、
商
入
の
商
品
を
其
船
に
載
せ

て
貿
易
を
行
は
せ
、
鶴
朝
の
後
に
野
分
鏡
を
徴
す
る
こ
ご

こ
も
し
た
・
鹿
苑
日
録
（
明
癒
入
年
三
月
六
日
條
）
に
、
金

漢
和
省
の
談
ビ
し
て
、
「
天
龍
寺
船
見
朝
之
時
、
於
鹿
苑
有

野
分
也
、
即
時
院
主
姻
竺
雲
和
葡
也
、
所
謂
抽
分
鑓
者
、

荷
物
日
本
島
民
、
有
博
物
新
人
暫
定
其
直
、
以
其
十
分
｝

納
之
於
寺
也
」
、
こ
い
っ
て
居
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
Q
此
鷺

に
乾
て
は
、
大
名
船
の
場
合
ご
毫
も
異
る
ε
こ
ろ
が
な
い

而
し
て
同
一
の
事
解
は
、
又
天
龍
寺
以
外
の
場
合
に
も
、
見

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
　
囁
一
五
　
　
（
一
九
三
）



　
　
　
第
十
二
巻
　
　
研
　
究
　
　
疑
明
貿
易
の
獲
展
に
つ
毫
て
（
下
）

ら
れ
た
こ
ご
で
あ
ら
う
○

　
さ
れ
ば
將
軍
は
財
政
の
窮
乏
か
ら
、
・
大
名
、
寺
胤
、
乃

至
山
蒙
蔚
問
の
毘
｛
貧
を
求
め
て
、
こ
れ
に
…
進
貢
船
進
物
の
名
を

輿
へ
、
其
名
に
於
て
、
の
み
得
ら
る
、
有
利
な
貿
易
に
無
事

さ
せ
た
後
、
坐
な
が
ら
多
大
の
利
盆
を
牧
ぬ
や
ケ
ご
し
た

も
の
で
あ
る
。
厩
謂
公
方
船
も
實
は
商
人
の
出
資
に
待
つ

こ
ご
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
公
方
船
が
な
く
な
つ
、

て
、
大
名
船
、
寺
赴
船
丈
こ
な
っ
た
ご
し
て
も
、
其
根
本

方
針
に
於
て
は
、
些
の
墾
化
は
な
か
っ
た
。
而
し
て
大
名

も
寺
疵
も
、
其
牧
盆
本
位
の
黙
に
於
て
は
、
縦
し
程
度
に

多
少
の
講
義
こ
そ
あ
っ
た
れ
、
、
大
毒
將
軍
ご
同
機
で
あ
っ

た
が
、
盲
己
の
名
に
於
て
は
、
到
底
得
難
ぎ
便
宜
が
あ
っ

た
爲
め
に
、
彼
等
も
亦
商
入
の
援
助
に
依
っ
て
、
船
舶
貨

物
を
調
達
し
、
競
て
其
選
に
入
ら
？
と
し
た
の
で
あ
る
。

商
人
は
灘
却
の
保
護
を
受
け
得
ら
れ
た
爲
め
に
、
出
資
者

た
る
こ
ご
を
甘
ん
じ
た
が
、
就
中
海
上
に
於
け
る
警
衛
は
、

最
も
彼
等
を
喜
ば
せ
た
事
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
籠
π
ご
r
號
、
　
　
　
｝
山
ハ
　
　
（
一
九
四
〉

　
然
る
に
此
種
の
遣
明
船
は
、
文
士
三
年
の
そ
れ
を
以
て

飲
㌣
9
を
告
げ
〉
、
寛
．
正
山
ハ
・
年
か
ら
は
、
刈
跡
に
面
R
口
・
を
噌
改
め
ハ
κ

遣
明
船
の
涙
遣
こ
な
っ
た
。
そ
れ
が
や
が
て
其
前
後
を
以

て
一
期
を
遣
す
る
こ
ご
に
理
由
附
け
て
居
る
。
故
に
こ
れ
．

か
ら
私
は
更
に
進
ん
で
寛
正
六
年
以
後
の
幕
府
の
遣
明
船

ご
以
前
の
そ
れ
こ
の
間
に
存
す
る
主
な
る
相
違
黙
を
槍
討

す
る
こ
ご
＼
し
た
い
。

　
　
　
　
三
　
前
後
の
相
違
黙

　
第
…
に
田
本
側
か
ら
見
て
、
從
摩
の
牧
盆
本
位
の
外
、

我
國
内
の
政
治
的
意
味
の
加
味
さ
れ
て
來
た
こ
ご
を
暴
ぐ

べ
き
で
あ
ら
う
。
寛
正
六
年
の
遣
萌
船
は
、
第
「
號
船
を

公
方
船
こ
し
、
第
二
號
船
を
細
川
船
ど
し
、
第
三
號
船
を

大
内
船
こ
し
て
、
其
八
月
に
兵
庫
を
霞
癒
し
た
の
で
あ
る

が
、
樽
多
t
一
年
徐
も
滞
在
し
た
の
と
、
海
上
暴
風
に
遭

う
て
難
破
し
た
の
こ
で
、
漸
く
磨
仁
二
年
（
五
月
）
に
寧
波

に
入
港
し
た
（
戊
子
入
明
記
及
び
勝
馬
区
本
塁
に
慷
る
、
島

三
三
に
は
、
癒
仁
元
年
に
入
港
し
、
同
二
年
正
月
に
は
斗



北
京
で
拝
賀
の
禮
に
列
し
た
ご
あ
る
）
○
然
る
に
此
間
、
本

鞘
で
は
彼
癒
仁
の
観
が
勃
賊
し
た
が
、
此
一
大
内
観
は
、

ゆ
く
b
な
く
も
幕
府
の
謝
明
貿
易
に
、
深
刻
な
る
影
響
を

與
へ
た
。
室
町
の
幕
府
を
中
心
こ
し
て
東
西
爾
軍
に
分
れ

た
此
内
臨
に
、
細
川
勝
元
は
東
軍
の
総
帥
ご
し
て
、
天
皇

上
皇
及
び
將
軍
を
奉
じ
て
居
た
か
ら
、
蕾
に
名
分
の
正
し

か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
兵
力
か
ら
い
っ
て
も
、
初
め
は

山
名
宗
全
の
傘
ゐ
π
三
軍
に
比
し
て
優
勢
で
あ
っ
た
が
、

や
が
て
大
内
政
弘
が
河
野
買
春
ε
共
に
、
二
萬
の
大
軍
を

恋†

ﾝ
て
西
軍
に
加
っ
て
か
ら
は
、
西
軍
の
国
勢
が
頓
に
揚

り
、
大
内
氏
は
其
重
鎭
ご
な
っ
た
の
で
あ
る
。
此
高
曇
は

幕
府
ご
大
内
氏
ビ
の
揆
離
こ
も
な
れ
ば
、
叉
細
川
氏
ご
大

内
氏
こ
の
反
目
ご
も
な
っ
た
。
其
後
、
文
明
九
年
に
漸
く

東
西
爾
軍
の
間
に
、
講
和
が
成
立
っ
て
、
大
丙
氏
は
無
事

に
其
本
屋
に
蹄
還
す
る
こ
ご
が
出
覧
た
も
の
、
、
一
旦
生

じ
た
擁
隙
は
、
永
く
累
を
な
し
て
、
機
會
の
あ
る
毎
に
、

事
端
を
紛
糾
さ
せ
て
居
る
。
、
幕
府
の
革
緒
船
が
、
幕
府
、

　
　
　
第
十
二
巻
　
　
研
　
究
　
　
謎
明
貿
易
の
嚢
展
に
つ
き
て
（
下
）

細
川
氏
甥
大
内
氏
の
間
に
孚
奪
の
渦
を
憲
く
こ
ご
、
な
っ

た
の
も
、
其
一
つ
の
現
れ
に
妙
な
ら
諏
。
傘
踊
庶
の
椹
臣

た
る
傍
勢
氏
が
、
其
地
位
を
利
用
し
て
他
を
排
斥
し
、
み

つ
か
ら
遣
明
船
を
出
だ
さ
う
ご
し
た
こ
ご
に
も
、
多
少
の

政
治
的
意
昧
が
含
ま
れ
て
居
っ
た
ご
い
へ
や
う
。
而
し
て

是
等
は
何
れ
も
國
内
問
題
に
止
ま
っ
て
居
た
こ
は
い
へ
、

是
迄
の
甥
明
外
交
及
び
貿
易
に
見
る
こ
ご
を
得
な
い
新
現

象
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　
第
二
は
日
明
貿
易
の
上
に
、
大
内
氏
の
勢
力
の
加
は
つ

た
こ
ご
で
あ
る
○
大
内
氏
ば
前
期
に
於
て
も
、
　
一
度
其
船

を
出
だ
し
た
こ
ご
は
あ
る
が
、
寛
正
六
年
の
邉
明
船
に
は

幕
府
が
所
謂
公
方
様
商
母
物
の
不
足
を
補
は
ん
が
爲
め
に

銅
を
購
入
す
る
経
費
に
充
て
る
ご
稽
し
て
、
十
萬
疋
帥
ち

一
千
貫
文
を
大
内
激
弘
か
ら
借
b
入
れ
、
蹄
朝
の
日
に
返

濟
す
る
こ
ご
を
約
し
た
（
蜷
川
親
元
日
記
寛
正
六
年
五
月

二
十
七
日
及
び
六
月
二
日
條
）
。
幕
府
は
こ
れ
を
以
て
、
銅

の
外
、
太
刀
等
を
も
購
入
し
た
の
で
あ
る
（
戊
子
入
明
記
）

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
】
七
　
　
（
尉
九
五
）



　
　
　
第
十
二
奮
　
　
研
　
究
　
　
F
【
明
貿
易
の
獲
展
に
つ
　
き
て
（
下
）

こ
れ
よ
り
幕
府
は
虜
然
大
内
氏
に
謝
し
て
、
調
明
貿
易
上

特
殊
の
便
宜
を
與
へ
る
こ
ご
を
飴
儀
な
く
さ
れ
た
。
遣
明

副
使
で
あ
っ
て
大
内
重
な
る
三
章
船
の
上
官
を
粂
ね
た
南

灘
寺
の
桂
庵
も
大
内
氏
の
推
薦
で
あ
っ
た
。
遣
明
船
は
三

艘
共
、
大
内
氏
の
管
内
豊
前
國
門
司
に
於
て
、
貨
物
は
同

じ
く
博
多
に
於
て
調
達
さ
れ
た
。
使
節
を
始
め
乗
員
の
糎

米
も
亦
大
内
氏
の
供
給
に
仰
い
だ
。
加
之
遣
明
船
渡
航
の

咽
喉
を
掘
し
て
居
た
ご
こ
6
の
赤
馬
、
門
司
の
爾
嗣
は
共

に
大
内
氏
の
講
話
に
あ
っ
た
「
ば
か
り
か
、
伊
豫
の
河
野
氏

は
大
内
氏
ご
聯
盟
の
間
柄
で
あ
っ
て
、
瀬
戸
内
海
の
海
上
・

椹
は
殆
ざ
大
内
氏
の
手
に
卑
し
て
居
だ
か
ら
、
大
内
氏
は

全
く
欝
明
外
交
の
死
命
を
制
し
得
た
の
で
あ
る
。
癒
仁
、

文
明
の
内
裏
で
、
大
内
氏
は
一
時
此
絶
好
の
地
位
か
ら
離

れ
た
け
れ
ざ
も
、
其
後
、
魔
軍
の
赦
免
を
蒙
っ
て
よ
り
は

幕
府
も
其
勢
力
を
度
外
視
す
る
こ
ご
が
出
身
衆
ね
た
か
ら

大
内
氏
は
再
び
聾
明
貿
易
に
於
け
る
優
勢
な
地
位
を
占
め

る
こ
ざ
、
な
っ
た
。
就
中
文
明
十
四
年
の
如
き
は
、
大
内

　
　
　
　
　
　
　
餓
∬
霊
瓢
　
　
　
　
　
一
輪
八
．
　
　
（
、
一
九
両
ハ
）
、

氏
に
七
っ
て
、
「
於
後
々
、
遣
唐
船
之
事
者
、
可
被
付
子
大

内
」
云
々
こ
の
御
内
書
が
交
付
さ
れ
て
、
幽
履
…
大
内
氏
の

饗
朋
貿
易
酷
薄
の
機
運
に
導
い
た
が
、
此
保
障
は
時
に
其

履
行
を
組
む
各
種
の
事
櫓
…
の
獲
生
を
免
れ
な
か
っ
た
爲
め

に
幾
多
の
波
瀾
を
捲
嘉
す
の
機
曾
を
輿
へ
た
。

　
第
三
は
細
川
氏
の
墾
加
で
あ
る
。
楽
な
る
大
名
船
の
一

員
こ
し
て
の
細
川
氏
の
登
場
は
、
勿
論
問
題
で
な
か
っ
た

が
、
前
記
の
如
く
、
大
内
氏
と
樹
令
の
意
昧
に
於
て
、
田

明
貿
易
に
取
っ
て
の
主
要
の
役
罰
を
務
め
た
こ
ご
が
、
最

も
重
要
な
る
意
義
を
有
つ
の
で
あ
る
。
由
卒
爾
氏
の
關
係

に
は
頗
る
複
雑
な
協
も
の
が
あ
っ
旋
。
こ
れ
を
政
治
上
、

軍
事
上
か
ら
見
た
な
ら
ば
、
癒
仁
、
交
潮
の
内
子
に
、
爾

氏
が
敵
昧
方
に
糟
分
れ
て
、
各
一
方
の
領
袖
で
あ
っ
た
ば

か
b
で
な
く
、
其
後
に
於
て
も
、
皇
軍
義
澄
ご
前
將
軍
義

穂
こ
の
雫
に
穿
っ
て
、
細
川
政
元
が
將
軍
を
支
持
し
、
大

内
義
興
が
前
將
軍
を
擁
護
し
た
か
ら
、
こ
、
に
も
亦
爾
氏

は
互
に
相
応
競
す
る
こ
ご
、
な
っ
た
。
そ
れ
が
宮
然
に
日



明
貿
易
の
上
に
も
波
及
し
て
、
爾
者
の
暗
闘
が
屡
繰
返
ざ

れ
た
の
で
あ
る
。

　
更
に
こ
れ
を
経
嵩
上
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
大
内
氏
の
館

内
に
博
多
や
門
司
の
あ
っ
た
如
く
、
細
川
氏
も
和
泉
に
堺

が
あ
っ
π
o
大
内
氏
が
、
前
者
の
商
入
を
庇
護
し
て
、
貿

易
上
の
利
盆
を
占
め
さ
せ
る
に
熟
翻
し
た
如
く
、
細
川
民

も
亦
後
者
の
商
人
を
支
援
せ
ん
ご
す
る
人
情
昧
に
於
て
墾

り
の
あ
ら
う
筈
が
な
い
。
而
か
も
一
方
を
利
せ
し
め
や
う

こ
す
れ
ば
、
勢
ひ
他
方
を
顧
み
る
こ
と
が
出
來
譲
か
ら
、

爾
者
の
問
に
は
、
常
に
他
を
排
し
て
、
利
釜
の
濁
占
を
圖

ら
ん
ビ
す
る
の
運
動
が
行
は
れ
、
其
結
果
、
彌
事
端
を
滋

か
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

　
第
四
は
日
明
爾
國
の
産
業
上
の
疲
弊
で
あ
る
。
我
國
が

内
陣
に
依
っ
て
、
上
下
の
困
然
を
來
た
し
た
の
は
、
今
更

言
ふ
迄
も
な
い
こ
ご
で
あ
っ
て
、
明
に
輸
出
す
べ
き
貨
物

の
如
き
も
、
年
ご
共
に
粗
製
濫
造
に
遮
る
、
を
免
れ
な
か

っ
た
。
明
が
我
貿
易
に
興
昧
を
腐
せ
な
い
や
う
に
な
っ
た

　
　
　
第
十
二
巻
　
　
研
’
究
　
　
日
明
貿
易
の
獲
展
に
つ
き
て
（
下
）

の
は
、
一
面
彼
れ
の
経
下
界
の
疲
弊
の
爲
め
ず
あ
っ
だ
に

相
違
な
い
が
、
他
面
に
は
、
我
商
品
の
品
質
粗
悪
こ
な
っ

た
辛
め
で
も
あ
っ
た
ら
う
か
ご
思
は
れ
る
。
古
徳
三
年
の

遣
閉
船
が
、
享
徳
三
年
に
蹄
朝
し
た
時
、
其
上
官
で
あ
っ

た
楠
葉
憲
章
の
談
こ
し
て
経
畳
要
抄
（
同
年
語
感
十
六
日

町
）
に
、
「
唐
朝
之
儀
散
々
之
間
、
墨
壷
之
様
不
可
説
云
々
、

（
硫
萱
）

黄
硫
は
唄
斤
先
々
五
百
戴
驚
風
十
今
度
は
五
文
云
々
、
太

刀
者
五
貫
無
相
違
、
総
而
時
儀
不
快
之
間
、
伊
勢
町
法
樂

祇
之
枝
船
、
徒
硫
黄
以
下
持
返
云
々
、
勿
諸
事
無
二
膿
者

也
、
比
興
」
ご
見
え
て
居
る
如
く
、
從
來
｝
斤
　
五
百
載
貫

文
以
上
も
し
た
硫
黄
が
、
僅
に
二
十
五
貫
文
に
暴
落
し
た

爲
め
に
、
我
法
樂
説
の
枝
船
の
如
き
は
、
折
角
輸
出
し
た

積
荷
を
其
講
本
國
へ
積
戻
し
て
居
る
で
は
な
い
か
。
而
か

も
五
貫
文
据
撮
ビ
い
は
れ
る
太
刀
で
す
ら
、
鹿
苑
日
録
（
明

癒
万
年
入
管
六
田
條
）
に
見
え
た
束
由
玖
首
座
の
談
話
に

「
所
…
獄
之
太
刀
、
普
選
相
公
之
時
、
唐
之
儂
者
、
話
者
千
疋

申
渚
五
百
疋
、
後
者
二
貫
五
百
文
也
、
其
謂
者
、
所
遣
之

　
　
　
　
　
　
　
第
ご
號
　
ド
　
一
九
　
　
（
一
九
七
）



　
　
　
第
十
二
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究
　
　
日
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貿
易
の
獲
展
に
つ
き
て
（
下
）

太
刀
或
有
名
者
也
、
装
束
亦
費
其
工
、
次
第
減
償
以
造
、

故
唐
之
代
亦
次
第
赦
也
、
今
期
太
刀
二
戸
、
而
其
数
太
家

島
五
亘
二
百
之
代
、
肉
叢
之
、
論
叢
則
不
受
焉
L
？
」
あ
る

の
に
量
る
ご
、
初
め
は
一
刀
千
疋
郎
ち
十
貫
交
も
し
た
も

の
が
、
中
頃
宇
減
し
て
五
百
疋
即
ち
五
貫
交
ご
な
り
、
後

に
は
更
に
二
貫
五
百
文
に
低
落
し
た
の
で
あ
る
。
享
徳
に

「
五
貫
無
相
違
」
こ
い
へ
ば
、
其
初
め
十
貫
文
も
し
た
こ
い

ふ
の
は
、
・
鷹
永
の
頃
の
事
で
、
永
享
頃
か
ら
は
、
五
貫
文

に
下
が
）
、
寳
徳
、
享
徳
頃
迄
据
置
で
あ
っ
た
こ
見
え
る

然
る
に
其
後
、
弘
仁
二
年
に
は
、
三
貫
文
に
下
落
し
、
丈

明
入
谷
、
同
十
五
年
は
据
遣
で
あ
っ
た
の
が
、
明
鷹
三
年

に
は
、
更
に
｝
貫
入
百
交
に
迄
低
落
し
た
。
玖
首
座
は
五

百
ヨ
百
な
ら
で
は
明
の
方
で
受
取
り
粂
ね
旋
と
い
っ
て
居

る
が
、
刀
心
は
明
國
政
府
の
專
買
で
あ
っ
た
か
ら
、
永
正

入
年
に
は
、
我
使
飾
が
彊
硬
に
主
張
し
た
爲
め
、
明
も
こ

れ
を
容
れ
て
、
｝
貫
入
百
文
据
置
こ
し
た
の
で
あ
る
○
そ

れ
も
天
文
十
七
年
に
拡
、
僅
々
百
文
に
迄
落
ち
込
ん
で
仕

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
二
〇
　
　
（
圃
九
八
）

舞
っ
た
。
然
ら
ば
我
國
で
の
原
盤
ロ
何
程
で
あ
っ
た
か
ご

い
ふ
に
、
永
享
、
嘉
徳
の
頃
は
、
最
も
精
巧
な
も
の
で
す

ら
、
入
漁
交
乃
至
千
交
以
内
で
壷
買
さ
れ
た
か
ら
、
こ
れ

を
五
貫
文
に
責
つ
た
ご
し
て
も
、
正
に
五
倍
以
上
の
暴
利

を
貧
る
こ
ご
が
出
來
だ
の
で
あ
る
Q
戦
観
の
時
代
に
、
刀

劒
の
必
要
を
加
へ
た
に
も
拘
ら
す
、
其
品
質
の
劣
悪
で
あ

っ
た
の
は
、
も
こ
よ
り
時
代
の
一
般
傾
向
で
あ
っ
た
こ
は

い
へ
、
磁
器
向
丈
に
一
荒
そ
れ
が
甚
だ
し
か
っ
た
で
は
な

か
ら
う
か
。
而
し
て
斯
る
現
象
は
濁
り
刀
劒
に
の
み
止
ま

つ
淀
こ
ご
、
は
考
へ
ら
れ
澱
。

　
第
五
は
著
し
く
遣
明
船
の
隻
数
を
減
じ
た
事
で
あ
る
。

こ
れ
に
聾
し
て
も
、
栢
原
氏
は
、
細
川
、
大
内
爾
氏
の
競

孚
か
ら
、
互
に
相
三
猿
し
た
結
果
と
着
倣
さ
れ
て
居
る
◎

そ
れ
も
後
に
は
一
つ
の
原
因
に
な
つ
穴
に
は
相
違
な
い
が

其
最
初
の
現
れ
ご
見
る
べ
き
寛
正
六
年
の
場
合
は
、
他
に

有
ヵ
な
る
原
因
の
あ
っ
た
こ
ご
を
閑
却
し
て
は
な
ら
ぬ
。

我
圃
の
坂
盆
本
位
の
外
咬
方
針
が
、
次
第
に
露
骨
に
馨



で
來
た
結
果
レ
寳
穗
三
年
の
遣
明
使
ば
、
明
に
於
て
頗
る

禮
を
失
す
る
に
至
っ
た
。
幸
ひ
に
明
で
は
其
罪
を
問
は
れ

す
に
、
本
國
に
蹄
還
す
る
こ
ご
が
串
來
た
も
の
、
、
事
態

が
重
大
で
、
其
後
の
綴
綾
の
危
ま
る
、
程
で
あ
っ
た
か
ら

康
正
二
年
に
、
、
義
政
は
特
に
使
を
朝
鮮
に
遣
し
、
謝
罪
使

差
遣
の
意
圖
を
告
げ
て
、
燈
窟
の
斡
旋
を
求
め
た
。
天
順

三
年
（
我
長
緑
三
年
）
に
、
明
は
我
請
求
を
容
る
、
の
條
件

と
し
て
、
謹
厚
老
成
で
、
大
腱
を
識
つ
た
人
物
を
我
使
節

に
充
て
、
其
通
事
の
如
き
も
亦
謹
愼
で
禮
を
知
っ
π
も
の

を
以
て
し
、
随
員
を
取
締
っ
て
、
往
復
の
途
中
で
事
端
を

生
じ
、
人
民
を
騒
が
す
や
う
な
事
を
し
て
は
な
ら
ぬ
、
若

し
違
法
無
意
の
事
を
な
し
、
財
物
を
掠
め
だ
う
、
官
府
を

欺
き
凌
ぐ
事
が
あ
れ
ば
、
必
ず
假
志
せ
ぬ
旨
を
嚴
達
さ
せ

て
居
る
（
戊
子
入
明
記
、
明
史
日
本
傳
）
。
此
朋
の
勅
書
は

・
や
が
て
朝
鮮
か
ら
我
幕
府
に
傳
へ
ら
れ
た
か
ら
、
義
政
は

こ
れ
に
依
っ
て
愈
遣
明
船
を
凄
だ
す
に
決
し
た
の
で
あ

る
。

第
十
二
巷
噛
　
研
、
究
　
　
H
明
貿
易
の
嚢
展
に
つ
毫
て
（
下
）

　
斯
楼
な
事
情
の
下
に
、
　
一
旦
解
約
磨
棄
に
も
な
ら
ん
ご

し
た
鋼
明
外
交
が
、
朝
鮮
の
調
停
ご
日
本
國
王
た
る
義
政

の
陳
謝
ご
に
依
っ
て
、
漸
く
織
綾
を
得
た
の
で
あ
る
か
ら

認
れ
こ
し
て
は
、
大
に
從
來
の
態
度
を
改
め
て
、
條
約
履

行
の
誠
意
を
表
示
せ
な
騰
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
私
は
其

直
後
に
渡
航
し
た
寛
正
六
年
の
遣
明
船
が
、
宣
徳
條
約
の

明
文
を
其
儘
、
船
を
即
言
に
限
っ
た
當
面
の
理
由
を
茄
事

情
に
館
し
た
い
。
慮
仁
、
文
明
の
内
事
以
後
な
ら
ば
い
ざ

知
ら
す
、
其
以
前
に
着
て
、
細
川
、
大
内
雨
氏
の
間
に
、

そ
れ
程
激
烈
な
る
競
事
の
存
在
を
認
む
べ
き
理
由
は
な
い

か
ら
、
少
く
こ
も
寛
正
六
年
の
遣
明
船
が
三
艘
に
限
ら
れ

た
理
由
を
そ
こ
に
見
出
だ
さ
う
こ
す
る
の
は
不
穏
當
で
あ

る
。
加
之
以
上
の
事
例
は
又
明
が
我
外
交
貿
易
に
甥
し
て

是
迄
程
の
熟
心
や
興
味
を
有
た
な
く
な
っ
て
來
た
こ
ご
を

も
雄
辮
に
物
語
っ
て
居
る
。
辛
う
じ
て
謝
罪
の
爲
め
に
進

貢
を
講
う
て
許
さ
れ
た
我
遣
明
船
は
、
明
の
國
憂
ご
し
た

我
海
冠
遍
絶
の
爲
め
に
寧
ろ
激
迎
さ
れ
た
こ
こ
ろ
の
往
時

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
ご
一
　
　
（
一
九
九
）



　
　
　
第
十
二
巻
　
　
研
　
究
　
　
H
明
貿
易
の
獲
展
に
つ
き
て
（
下
）

の
そ
れ
ご
は
、
既
に
大
に
其
本
質
を
異
に
し
て
居
た
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
丈
、
．
彼
堅
実
に
其
外
交
貿
易
の
方
針
が
極

度
に
清
極
的
た
る
を
要
す
る
こ
ビ
、
な
っ
て
來
た
の
で
あ

る
。
磐
梯
…
に
一
度
屈
…
從
的
態
度
を
取
る
を
徐
儀
な
く
さ
れ

た
も
め
は
、
其
挽
回
を
期
す
る
こ
ご
容
易
で
な
か
っ
た
。

而
か
も
斯
く
迄
崇
重
に
不
法
の
行
客
に
つ
い
て
戒
告
を
受

け
て
居
乍
ら
我
使
籔
の
、
開
に
於
け
る
行
動
が
、
憲
章
録

に
、
「
凌
礫
館
僕
、
残
殺
麗
質
、
泌
實
桀
驚
」
ご
あ
る
が
如

く
、
奮
態
依
然
た
る
も
の
、
あ
っ
た
の
は
、
畢
寛
昔
に
墾

は
る
彼
れ
の
輕
悔
鷹
迫
に
逢
っ
て
、
其
使
命
の
果
た
さ
れ

な
い
忌
め
に
、
自
暴
自
棄
の
暴
に
出
で
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
ら
う
か
。
そ
れ
が
叉
其
後
の
外
交
貿
易
に
繭
根
を
姦

し
て
、
屈
從
ご
反
抗
こ
の
交
響
樂
こ
な
っ
て
現
は
れ
、
幾

齢
か
の
悲
喜
劇
を
演
ず
る
に
至
っ
た
の
も
巳
む
を
得
ま

い
。

　
第
六
は
明
の
報
聰
使
船
の
來
朝
が
殆
ざ
絶
え
た
こ
と
で

あ
る
。
此
糊
期
に
於
て
は
、
遣
朋
船
の
佃
郷
朝
ご
亜
ハ
に
、
殆
ご

　
　
　
　
　
　
第
一
，
一
三
　
　
　
ニ
ニ
　
　
（
二
〇
〇
）

毎
回
明
船
の
來
朝
が
あ
っ
た
。
然
る
に
此
期
に
於
て
は
、

全
く
尊
前
を
激
っ
て
居
る
。
こ
れ
は
私
の
銑
に
前
節
に
説

い
た
如
く
、
食
れ
こ
の
外
交
貿
易
に
甥
す
る
帯
側
の
興
味

の
失
は
れ
た
こ
ご
、
、
明
そ
れ
自
身
の
縄
濟
界
の
疲
弊
に

依
っ
た
ら
う
ご
思
は
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
確
か
に
此
期
を

特
色
附
け
る
も
の
、
一
つ
で
あ
ら
う
。

　
第
七
は
新
た
な
る
我
樹
明
貿
易
上
こ
し
て
の
堺
の
出
現

で
あ
る
。
前
期
に
於
て
は
、
兵
庫
港
の
濁
占
で
あ
っ
た
も

の
が
、
此
期
に
入
る
ご
共
に
、
堺
が
こ
れ
に
代
っ
て
、
遣

明
船
当
外
の
要
港
こ
な
っ
た
。
茄
之
前
期
に
於
て
は
、
遣

寄
船
は
も
ご
よ
）
、
進
貢
品
た
る
貿
易
品
の
如
き
も
、
概

ね
博
多
に
果
て
調
達
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
さ
へ

堺
に
湿
て
、
若
し
く
は
堺
商
人
の
手
で
各
地
に
於
て
調
達

さ
れ
る
こ
ご
、
な
っ
た
。
斯
く
て
大
内
、
細
川
爾
氏
韻
頑

の
結
果
、
延
い
て
は
又
博
多
堺
爾
港
商
人
の
競
事
を
も
生

む
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
八
は
航
路
の
麺
更
で
あ
る
。
田
明
潔
易
の
埠
頭
が
兵



庫
で
あ
っ
た
場
合
は
、
當
時
の
中
農
海
路
又
は
中
國
路
ご
．

稽
し
た
瀬
戸
内
海
を
通
る
が
、
殆
ざ
唯
「
の
航
路
で
あ
っ

た
。
そ
れ
が
堺
に
痩
更
さ
れ
た
後
こ
て
も
、
普
蓮
の
歌
態

に
於
て
は
、
同
一
の
航
路
に
依
る
を
便
利
ご
す
る
こ
と
に

憂
り
は
な
か
つ
だ
が
、
最
初
の
溶
明
の
動
機
が
、
幕
府
、

細
川
氏
、
野
大
内
氏
の
敵
鋼
管
係
に
あ
っ
た
丈
に
、
大
内

氏
の
領
海
若
し
く
は
其
勢
力
團
内
を
通
過
す
る
爲
め
、
海

上
の
要
撃
掠
牽
の
危
瞼
を
胃
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
中
堅

海
路
を
避
け
て
、
當
時
の
南
海
路
又
は
南
路
ご
即
し
た
九

州
の
南
か
ら
土
佐
沖
へ
討
つ
る
新
航
路
を
選
ぶ
こ
ご
、
な

っ
た
の
で
あ
る
。
・

　
其
結
果
ご
し
て
、
南
海
路
に
於
て
は
、
新
た
な
る
中
縫

港
の
活
氣
を
呈
す
る
に
至
っ
た
ら
し
い
。
中
尉
海
路
ご
蓮

っ
て
南
海
路
方
面
で
の
中
繊
港
と
し
て
は
、
古
來
除
り
著

は
れ
た
も
の
が
少
い
。
薩
南
に
は
坊
津
が
あ
り
、
種
子
島

も
亦
一
要
港
た
る
を
失
は
な
か
っ
た
○
土
佐
で
は
浦
局
、
が

古
く
か
ら
聞
こ
え
て
居
る
。

　
　
，
第
十
二
岱
　
　
研
　
究
　
　
H
明
貿
易
の
嚢
展
に
つ
藁
、
て
（
下
）

　
港
溝
の
隆
盛
に
俘
っ
て
、
造
船
所
の
襲
達
も
見
遁
す
こ

ご
が
出
來
澱
。
兵
庫
に
あ
っ
危
庫
御
所
の
造
船
所
馬
も
あ

っ
た
こ
と
は
、
建
内
記
（
嘉
吉
元
年
七
月
二
十
五
臓
條
）
に

庫
御
所
世
事
し
ご
あ
る
の
で
立
讐
れ
る
。
そ
れ
が
後

に
は
博
多
、
門
司
に
移
っ
た
ら
し
い
。
日
明
貿
易
の
實
椹

が
大
内
氏
に
餅
し
た
後
に
於
て
殊
に
さ
う
で
あ
っ
た
。
然

る
に
堺
が
遣
明
船
の
埠
頭
ご
な
っ
た
後
、
天
文
六
年
の
遣

明
船
の
調
達
を
講
負
っ
た
同
地
の
商
人
が
、
土
佐
の
一
條

氏
に
船
舶
の
製
造
を
託
し
た
こ
ご
が
あ
る
。
一
條
氏
は
當

時
中
村
に
居
っ
た
か
ら
、
其
造
船
は
恐
ら
く
中
村
か
ら
南

二
里
程
の
下
田
港
に
於
て
行
は
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
下

田
も
亦
汐
時
の
主
な
る
申
織
港
の
一
つ
で
あ
っ
た
ら
う
ご

思
は
れ
る
ゆ

　
中
國
南
海
爾
航
路
の
何
れ
が
我
遣
明
船
に
取
っ
て
望
ま

し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
」
文
明
十
七
年
に
遣
明
船
が
肥

前
の
五
島
の
一
な
る
奈
留
島
の
奈
留
浦
に
着
い
た
時
の
事

を
蔭
凍
軒
日
録
（
十
二
月
十
九
日
條
）
に
、
・

　
　
　
　
　
　
　
第
ご
號
　
　
一
二
三
　
　
ハ
ニ
〇
一
）



　
　
　
第
十
二
巷
　
　
研
究
　
　
露
明
貿
易
の
嚢
展
に
つ
毫
て
（
下
〉

　
愚
零
話
堀
川
殿
日
、
蹄
朝
舟
先
現
認
南
海
単
蹄
洛
、
然
者
叢
叢

　
四
五
月
頃
解
離
蹄
洛
，
田
中
國
海
路
推
舟
、
規
正
月
末
頃
可
令

　
蹄
洛
之
由
注
進
櫓
申
之
。

ご
見
え
て
居
る
の
で
も
知
れ
や
う
。
言
ふ
泡
も
な
く
、
こ

れ
は
甫
海
路
の
開
け
た
後
の
事
で
あ
る
が
、
さ
り
ご
て
中

國
海
路
は
こ
れ
が
臨
め
に
全
腰
さ
れ
た
課
で
は
勿
論
な
く

其
後
に
於
て
も
，
こ
れ
を
利
用
し
た
も
の
が
寧
ろ
多
か
っ

た
位
で
あ
る
。
こ
れ
此
海
路
が
、
古
來
航
海
の
最
も
盛
ん

に
行
は
れ
た
ば
か
b
で
な
く
、
海
上
風
波
の
危
険
…
恋
†
も
比

較
的
に
少
く
、
隣
る
腱
に
寄
港
地
が
あ
っ
て
、
薪
水
の
供

給
に
容
易
で
あ
る
杯
、
種
々
の
黙
に
断
て
優
っ
て
居
た
か

ら
で
あ
ら
う
。

　
第
九
は
前
期
に
於
て
よ
り
も
目
立
っ
て
商
入
の
勢
力
の

増
大
を
來
た
し
た
こ
ご
で
あ
る
。
甥
明
外
交
は
既
に
説
．
い

た
如
く
、
進
貢
に
名
を
借
り
た
貿
易
で
あ
っ
て
、
國
内
的

に
こ
そ
大
名
船
こ
い
ひ
、
寺
門
船
ε
い
っ
た
も
の
も
、
明

か
ら
見
れ
ば
、
皆
日
本
國
王
の
進
貢
船
に
外
な
か
っ
た
が
．

　
　
　
　
　
　
　
藥
ご
號
　
　
二
四
　
（
二
〇
二
）

急
難
上
は
大
抵
商
人
の
手
に
依
っ
て
、
其
船
舶
は
も
ご
よ

り
、
進
貢
品
た
る
商
品
を
も
調
達
さ
れ
、
將
軍
も
大
名
も

乃
至
寺
肚
も
、
均
し
く
其
貿
易
の
利
猛
の
上
は
前
を
は
ね

る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
瓢
に
於
て
大
面
…
致
し
て
居
拠
。
暦

癒
の
天
龍
素
船
は
、
…
箪
な
る
私
貿
易
船
に
止
ま
っ
て
馬
國

内
に
於
て
こ
そ
將
軍
の
特
別
保
護
を
受
け
た
れ
、
將
軍
膚

身
の
名
に
於
て
心
し
た
も
の
で
は
も
こ
よ
わ
な
か
っ
た
か

ら
、
其
黙
大
に
慮
永
以
來
の
遣
明
船
ご
異
っ
て
居
た
ざ
は

い
へ
、
船
舶
や
貨
物
を
商
入
の
出
資
に
仰
ぎ
乍
ら
、
蹄
朝

後
、
僚
属
盆
の
何
程
か
を
提
供
さ
せ
る
組
織
に
於
て
は
、

爾
者
の
問
に
共
通
の
黙
が
な
い
ご
は
い
へ
澱
。
】
般
か
ら

此
遣
明
船
が
、
依
然
こ
し
て
天
瀧
寺
方
ご
呼
ば
れ
て
居
た

の
も
此
意
味
か
ら
で
あ
ら
う
。

　
さ
り
乍
ら
外
交
の
影
面
を
被
っ
て
貿
易
を
行
っ
た
の
を

濁
り
南
本
の
場
合
こ
の
み
思
へ
ば
、
事
實
を
失
し
て
居
る

時
は
永
享
六
年
、
明
使
の
入
京
し
た
頃
の
事
で
あ
っ
た
。

其
族
館
を
何
れ
に
定
む
べ
き
か
や
幕
府
の
問
題
ご
な
っ
た



が
、
満
怨
讐
后
叢
記
（
同
年
五
月
十
二
日
僚
）
に
次
の
如
く

に
記
さ
れ
て
居
る
⊂

　
次
唐
人
内
事
、
仁
和
寺
法
住
寺
御
治
定
云
々
、
此
在
所
若
唐
人

　
意
二
不
厭
気
儀
モ
ヤ
ト
存
候
、
麿
人
モ
定
客
買
ラ
本
卜
可
融
鰍

　
然
者
毎
日
可
出
京
仕
，
内
野
ラ
瀧
々
可
罷
通
條
、
第
一
路
次
怖

　
国
翼
モ
一
叫
号
之
麟
m
し
万
一
唐
人
一
入
モ
不
・
最
早
二
可
万
能
逢
條
、
日

　
本
誌
唖
不
可
愚
之
哉
。

本
文
中
「
唐
人
モ
定
責
買
ヲ
本
ト
可
仕
鰍
」
ピ
は
、
外
交
の

使
命
を
帯
び
て
京
都
に
滞
在
中
の
明
人
も
貿
易
を
主
こ
す

る
で
あ
ら
う
こ
の
意
味
に
希
な
ら
ぬ
○
幕
議
は
彼
等
が
貿

易
を
行
ふ
爲
め
に
、
毎
臼
御
室
か
ら
京
都
へ
往
復
す
る
問

に
於
て
、
萬
一
危
害
を
蒙
る
こ
ご
で
も
あ
っ
て
は
、
面
影

の
膿
面
に
も
記
す
る
ご
見
て
、
彼
等
を
安
全
地
に
移
さ
う

こ
し
た
の
で
あ
る
Q
其
「
唐
人
モ
」
云
々
ご
い
っ
て
居
る
の

は
〉
三
条
、
我
遣
明
使
の
場
合
ご
野
盗
の
も
の
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
ら
う
。

　
併
し
乍
ら
前
期
に
於
て
は
、
商
人
の
出
資
は
其
全
部
で

　
　
　
第
十
二
巷
　
　
研
　
究
　
　
時
明
貿
易
の
獲
展
に
つ
毫
て
（
下
）

は
な
く
、
二
っ
て
叉
そ
れ
程
表
面
に
現
は
れ
も
し
な
か
つ

だ
が
、
後
期
に
入
っ
て
か
ら
は
、
そ
れ
が
頗
る
優
勢
こ
な

り
、
露
骨
こ
な
っ
て
、
種
々
の
新
．
ら
し
い
現
下
暴
露
を
見

せ
つ
け
ら
れ
る
こ
ご
、
な
っ
た
。
交
明
六
年
に
は
幕
府
は

島
津
忠
昌
に
向
っ
て
、
堺
の
商
人
に
渡
洋
の
憎
め
、
琉
球

涙
遣
を
命
じ
た
か
ら
、
便
宜
を
輿
へ
る
や
う
に
ご
命
じ
て

居
る
。
實
際
堺
の
商
人
の
中
に
は
、
遣
朋
船
を
一
手
で
講

負
う
た
豪
の
も
の
さ
へ
あ
っ
た
。

　
加
之
寺
詣
に
慌
て
も
、
遣
明
船
の
乗
客
の
多
数
を
占
あ

て
居
た
も
の
は
、
此
商
人
で
あ
っ
た
Q
常
時
遣
明
船
に
便

乗
し
て
明
に
渡
航
し
、
貿
易
を
行
は
う
こ
す
る
も
の
は
、

一
定
の
船
賃
ご
其
貨
物
に
つ
い
て
の
運
賃
ご
を
支
彿
ふ
を

要
し
た
の
で
あ
る
が
、
其
貨
物
が
、
若
し
｝
定
の
数
額
を

超
過
し
た
場
合
に
は
、
特
に
荷
主
の
船
賃
を
免
せ
ら
れ
た

上
に
、
更
に
幾
人
か
の
無
賃
乗
船
を
免
さ
る
、
の
慣
例
で

あ
っ
た
。
こ
れ
畢
寛
貨
物
の
調
達
に
つ
い
て
の
一
奨
働
法

と
し
て
案
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
前
箇
に
も
指
摘
し
た

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
二
、
五
　
　
（
二
〇
三
）



　
　
　
第
十
二
巻
　
　
、
研
　
究
　
　
日
明
貿
易
の
嚢
展
に
？
き
て
（
下
）

通
り
、
貨
物
蒐
集
の
困
難
で
め
っ
た
此
期
に
於
て
は
、
當

事
者
間
に
於
て
最
も
其
必
要
の
痛
戚
さ
れ
た
こ
ご
で
あ
ら

．
フ
。

　
　
　
　
四
結
　
　
　
語

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
日
明
間
の
貿
易
は
、
外
交
の
假
面

を
被
っ
て
居
た
丈
に
、
初
め
か
ら
種
々
の
墾
態
が
行
は
れ

．
我
使
箇
の
如
き
も
、
其
使
命
を
果
た
さ
ん
が
爲
め
に
、
愁

訴
強
請
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
講
じ
て
、
只
管
牧
釜
の
多
か
ら

ん
こ
ぜ
を
望
ん
だ
。
大
内
、
細
川
爾
氏
の
競
璽
の
最
高
頂

に
達
し
た
大
永
三
年
の
如
き
は
、
明
に
於
け
る
我
使
節
の

間
に
忌
ま
は
し
き
闘
孚
を
生
じ
て
、
或
は
殺
さ
れ
、
或
は

投
獄
者
を
出
だ
す
杯
失
態
の
限
を
誰
く
し
た
こ
ご
が
あ
る

こ
れ
ご
共
に
、
商
人
の
講
負
経
管
に
關
す
る
事
怯
も
、
此

頃
こ
な
っ
て
、
盆
露
骨
ご
な
っ
て
來
た
Q
而
か
も
此
遣
朋

船
の
自
然
清
滅
後
に
於
て
、
我
私
貿
易
家
の
一
暦
盛
ん
に

活
躍
し
出
し
た
の
は
事
實
で
あ
る
。
彼
等
は
明
に
あ
っ
て

普
通
倭
冠
ご
呼
ば
れ
て
居
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
其
中
に

　
　
　
　
　
　
　
第
ご
號
　
　
　
　
二
六
　
　
　
（
二
〇
r
四
）

は
、
又
個
人
若
し
く
は
数
入
聯
合
の
我
貿
易
家
の
経
管
に

成
る
も
の
、
多
か
っ
た
こ
ざ
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

時
局
が
推
移
し
て
豊
臣
時
代
に
至
る
ご
、
所
謂
下
剋
上
の

風
が
徹
底
的
に
高
調
さ
れ
て
、
商
人
の
如
き
も
最
早
將
軍

や
大
名
、
寺
高
等
の
名
に
於
て
行
は
る
、
貿
易
の
下
積
こ

な
っ
て
居
る
こ
と
を
甘
ん
じ
や
う
ε
は
せ
な
か
っ
た
◎
從

來
實
際
の
経
管
に
當
っ
て
居
り
乍
ら
、
背
後
に
隠
れ
て
居

た
彼
等
も
、
こ
、
に
始
め
て
三
里
面
を
脱
い
で
表
面
に
現

は
れ
、
大
名
等
ご
同
じ
く
各
自
の
名
に
於
て
そ
れ
ぐ
特

許
を
受
け
て
、
支
那
南
洋
方
面
に
迄
も
乗
饗
し
乍
ら
貿
易

を
行
ふ
こ
ご
が
出
來
た
の
で
あ
る
。
而
か
も
彼
等
が
其
潜

勢
力
を
蓄
積
し
て
斯
る
機
運
を
生
み
出
し
た
の
は
、
實
に

此
期
で
あ
っ
た
。
私
は
此
期
が
前
期
ご
恩
讐
す
べ
き
種
々

の
理
由
を
有
っ
て
居
た
ば
か
う
で
な
く
、
同
時
に
豊
臣
時

代
に
移
る
の
過
渡
期
で
も
あ
っ
た
意
味
に
於
て
、
正
に
一

時
期
を
書
す
る
を
安
當
ご
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。
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